
 議案第１０号 

    東京都板橋区立学校職員の職名に関する規則の一部を改正する規   

則 

 上記の議案を提出する。 

   令和８年２月１６日 

            提出者 板橋区教育委員会教育長 長 沼 豊    

 

   東京都板橋区立学校職員の職名に関する規則の一部を改正する規

則 

東京都板橋区立学校職員の職名に関する規則（昭和４９年板橋区教育

委員会規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

別表中「作業Ⅱ」を「施設作業」に改める。 

付 則 

  この規則は、令和８年４月１日から適用する。 

   

（提案理由） 

  特別区人事・厚生事務組合による技能・業務系職種の整理・統合のた

め別表を改める必要がある。 
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東京都板橋区立学校職員の職名に関する規則 新旧対照表 

 

新 旧 

○東京都板橋区立学校職員の職名に関する規則 ○東京都板橋区立学校職員の職名に関する規則 

昭和49年11月１日東京都板橋区教育委員会規則第20号 昭和49年11月１日東京都板橋区教育委員会規則第20号 

第１条～第５条 略 

別表 

第１条～第５条 略 

別表 

 職務名   職務名  

 １ 事務系 一般事務   １ 事務系 一般事務  

 ２ 医療技術系 看護師 准看護師   ２ 医療技術系 看護師 准看護師  

 ３ 技能系 調理 用務 施設作業   ３ 技能系 調理 用務 作業Ⅱ   

 ４ その他 委員会が指定する職員の職務名については、委員会

が指定する名称をもって前各号の職務名に代えるも

のとする。 

  ４ その他 委員会が指定する職員の職務名については、委員会

が指定する名称をもって前各号の職務名に代えるも

のとする。 

 

  

 


